
 

 

 

連載 『会社の登記と司法書士』 

 第６回 種類株式の概要と発行の手続  

 今月号は『会社の登記と司法書士』の第６回として、司法書士 丸山主税が担当させていただきます。 
 今回は、資金調達や事業承継対策などの会社運営に関わる場面で活用されることも多い「種類株式」

について、その全体像及び実際の導入方法について簡単にご紹介させていただきます。 

 

１．種類株式の概念 

 株式会社（及び特例有限会社）の発行する株式には、原則としてその保有する株数に応じて 

「 ①議決権 ②剰余金の配当を受ける権利 ③残余財産の分配を受ける権利 」があり（株主平等

の原則）、株主はその出資金の払込み以外には何ら義務や制約を負うものではありません。 

 しかしながら会社法では、定款で定めることにより「一定の事項につき内容の異なる２以上の

種類の株式を発行することができる」と規定しており、内容の異なる株式を発行することで様々

な株主のニーズに合わせることができる仕組みになっています。 

 発行する株式の内容に違いがあれば、それぞれがすなわち「種類株式」となります。 

２．「異なる内容」とすることができる事項 

 種類株式として会社法で認められているものは下記の９類型です。これらの類型に当てはまら
ないものは、種類株式として発行できず、登記することもできません。 

 
類  型 内   容 

1 優先株式（剰余金の配当） 剰余金の配当金額や順位につき、優劣をつけること 

2 優先株式（残余財産の分配） 残余財産の分配金額や順位につき、優劣をつけること 

3 議決権制限株式 議決権を行使できる事項や行使の条件を制限すること 

4 譲渡制限株式 株式の譲渡による取得について会社（株主総会など）の

承認を要すること 

5 取得請求権付き株式 その種類の株主が会社に対し、株式の取得（買取）を請

求することができること 

6 取得条項付き株式 一定の事由が生じたことを条件に、会社がその種類の 

株式の全部または一部を強制的に取得（買取）すること 

7 全部取得条項付き株式 株主総会の特別決議によって、会社がその種類の株式の

全部を強制的に取得（買取）すること 
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8 拒否権付き株式 一定の事項について、株主総会（取締役会）のほかに当

該種類株主の種類株主総会の決議を要する（拒否権を与

える）ものとすること 

9 取締役等選解任権付き株式

（※） 

当該種類の種類株主総会において、取締役や監査役を 

選任するものとすること 

         （※）公開会社および指名委員会等設置会社は発行することができません。 

 

 上記９つの類型を大別しますと、１～２は株式に優先権を持たせるもの、３～４は株式に一定

の制約を加えるもの、５～７は株式の取得の態様を予め規定するもの、そして、８～９は株式に

一定の支配権を持たせるもの、の４つに分けられるかと思います。ある種類の株式として、上記

１～９のいくつかを組み合わせることも可能です。 

 なお、４～６の内容は種類株式としてではなく、全株式（単一）の内容とすることが可能であ

り、「譲渡制限株式」はその最たるものです。この場合は、内容の異なる株式はありませんので、

種類株式とはいいません。 

３．種類株式（内容の異なる株式）を発行するための手続 

 ＳＴＥＰ１：定款の変更手続  

 まずは定款を変更し、会社が発行する株式として「どんな種類の株式を何株発行できるか」を

定める必要があります。なお、一定の事項につき要綱として予め定めておけば、実際に種類株式

を発行するときまでに、具体的な詳細を改めて株主総会や取締役会で定めるようにすることも 

可能です。定款で定めた株式の種類の内容は登記事項であり、「発行可能種類株式総数および発

行する各種類の株式の内容」という項目で登記されることになります。但し、株式の譲渡制限に

関する内容はとくに重要であることから、「株式の譲渡制限に関する規定」という項目に別枠で

登記されます。 

 ＳＴＥＰ２：実際の発行手続  

 パターン① 新株として種類株式を発行する場合  

 通常の増資の手続き（※本連載第２回ご参照）により発行します。募集事項の決定において、

定款で定めた範囲で発行する株式の種類及び数を決めます。 

 パターン② 既存の株式の一部を別の種類株式へと変更する場合  

 内容を変更する既存の株式を保有する株主との個々の合意（保有する株式のうち、何株をどの

種類の株式へと変更するかの合意）と、さらに既存の他の株主全員の同意が必要になります。 

４．具体的な種類株式の内容の設計にあたって 

 今回は、種類株式の類型と大まかな内容をご紹介しましたが、個別の事案では、それぞれ会社

様の実情に合わせて、より詳細な部分を検討する必要があります。次回以降は、実際の活用事例

等も交えながら、条件や文言の適格性など、種類株式の運用面や登記の可否に結びつくポイント

についてもご紹介させていただきたいと思っております。 

 



 

 

 

（文責 ： 司法書士 丸山 主税） 

 本レポートは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については各々固有・格別の事

情・状況に応じた適切な助言を求めていただく必要がございます。また、本稿に記載の見解は執

筆担当者の個人的な見解であり、当法人若しくは当グループ又は当法人のクライアントの見解で

はありません。 

（お問合せ先） プラス事務所～司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士法人～ 

            福岡オフィス  司法書士 森田良彦／司法書士 小野絵里／司法書士 宮城誠／司法書士 丸山主税 

東京オフィス 〒104-0031 
 東京都中央区京橋 1 丁目 1 番 1 号 八重洲ダイビル 5F 
 TEL 03-3516-1447 / FAX 03-3516-1448 

佐世保オフィス 〒857-0041 
 長崎県佐世保市木場田町 1 番 1 号 松永ビル 1F 
 TEL 0956-23-5400 / FAX 0956-23-5440 

熊本オフィス 〒860-0806 
 熊本市中央区花畑町 4 番 1 号 太陽生命熊本第 2 ビル 6F 
 TEL 096-342-4300 / FAX 096-342-4302 

福岡オフィス 〒810-0001 
 福岡市中央区天神 2 丁目 14 番 8 号 福岡天神センタービル 3F 
 TEL 092-752-8266 / FAX 092-752-8267 
博多オフィス 〒812-0012 
 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 第１６岡部ビル 10F 
 TEL 092-461-7750 / FAX 092-461-7751 

 


